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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 流 体 ベ ー ス の ス イ ッ チ 用 の チ ャ ネ ル プ レ ー ト で あ っ て 、
　 （ ａ ） セ ラ ミ ッ ク グ リ ー ン シ ー ト で 複 数 の チ ャ ネ ル プ レ ー ト 層 を 形 成 す る 段 階 と 、
　 （ ｂ ） 前 記 チ ャ ネ ル プ レ ー ト 層 の 少 な く と も １ つ の 中 に 少 な く と も １ つ の チ ャ ネ ル プ レ
ー ト 特 徴 を 形 成 す る 段 階 と 、
　 （ ｃ ） 前 記 チ ャ ネ ル プ レ ー ト 層 を 張 り 合 わ せ て 前 記 チ ャ ネ ル プ レ ー ト を 形 成 す る 段 階 と
、 に よ っ て 製 造 さ れ る こ と を 特 徴 と す る チ ャ ネ ル プ レ ー ト 。
【 請 求 項 ２ 】

【 請 求 項 ３ 】

【 請 求 項 ４ 】

【 請 求 項 ５ 】

　 前 記 チ ャ ネ ル プ レ ー ト 層 を 張 り 合 わ せ る 段 階 の 前 に 、 前 記 チ ャ ネ ル プ レ ー ト 特 徴 の 少 な
く と も １ つ が チ ャ ネ ル プ レ ー ト 層 か ら 打 ち 抜 か れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の チ
ャ ネ ル プ レ ー ト 。

　 前 記 チ ャ ネ ル プ レ ー ト 層 を 張 り 合 わ せ る 段 階 の 前 に 、 前 記 チ ャ ネ ル プ レ ー ト 特 徴 の 少 な
く と も １ つ が チ ャ ネ ル プ レ ー ト 層 内 に レ ー ザ ー 切 削 で 形 成 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ に 記 載 の チ ャ ネ ル プ レ ー ト 。

　 大 き な チ ャ ネ ル プ レ ー ト 特 徴 は 、 １ つ 又 は 複 数 の 前 記 チ ャ ネ ル プ レ ー ト 層 か ら 打 ち 抜 か
れ 、 小 さ な チ ャ ネ ル プ レ ー ト 特 徴 は 、 １ つ 又 は 複 数 の 前 記 チ ャ ネ ル プ レ ー ト 層 内 に レ ー ザ
ー 切 削 さ れ て 形 成 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の チ ャ ネ ル プ レ ー ト 。

　 前 記 大 き な チ ャ ネ ル プ レ ー ト 特 徴 は 、 約 ２ ０ ０ ミ ク ロ ン 以 上 の 幅 に よ っ て 定 義 さ れ 、 前
記 小 さ な チ ャ ネ ル プ レ ー ト 特 徴 は 、 約 ２ ０ ０ ミ ク ロ ン 以 下 の 幅 に よ っ て 定 義 さ れ る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の チ ャ ネ ル プ レ ー ト 。



【 請 求 項 ６ 】

【 請 求 項 ７ 】

【 請 求 項 ８ 】

【 請 求 項 ９ 】

【 請 求 項 １ ０ 】

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 チ ャ ネ ル プ レ ー ト 及 び ス イ ッ チ
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　 前 記 チ ャ ネ ル プ レ ー ト 特 徴 は 、 ス イ ッ チ ン グ 流 体 チ ャ ネ ル 、 作 動 流 体 チ ャ ネ ル 、 及 び 前
記 ス イ ッ チ ン グ 及 び 作 動 流 体 チ ャ ネ ル を 接 続 す る チ ャ ネ ル を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ に 記 載 の チ ャ ネ ル プ レ ー ト 。

　 前 記 ス イ ッ チ ン グ 及 び 作 動 流 体 チ ャ ネ ル は 、 １ つ 又 は 複 数 の 前 記 チ ャ ネ ル プ レ ー ト 層 か
ら 打 ち 抜 か れ て 形 成 さ れ 、 前 記 ス イ ッ チ ン グ 及 び 作 動 流 体 チ ャ ネ ル を 接 続 す る 前 記 チ ャ ネ
ル は 、 １ つ 又 は 複 数 の 前 記 チ ャ ネ ル プ レ ー ト 層 内 に レ ー ザ ー 切 削 さ れ て 形 成 さ れ る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の チ ャ ネ ル プ レ ー ト 。

　 （ ａ ） 基 部 と し て 機 能 す る 第 １ の チ ャ ネ ル プ レ ー ト 層 が 第 ２ の チ ャ ネ ル プ レ ー ト 層 に 張
り 合 わ さ れ 、 前 記 第 ２ の チ ャ ネ ル プ レ ー ト は 、 内 部 に 形 成 さ れ た ス イ ッ チ ン グ 流 体 チ ャ ネ
ル を 有 し て お り 、
　 （ ｂ ） 前 記 第 ２ の チ ャ ネ ル プ レ ー ト 層 は 、 第 ３ の チ ャ ネ ル プ レ ー ト 層 に 張 り 合 わ さ れ 、
前 記 第 ３ の チ ャ ネ ル プ レ ー ト 層 は 、 内 部 に 形 成 さ れ た ス イ ッ チ ン グ 流 体 チ ャ ネ ル 、 作 動 流
体 チ ャ ネ ル 、 及 び 前 記 ス イ ッ チ ン グ 及 び 前 記 作 動 流 体 チ ャ ネ ル を 接 続 す る チ ャ ネ ル を 有 し
て い る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の チ ャ ネ ル プ レ ー ト 。

　 （ ａ ） 複 数 の 空 洞 の 少 な く と も 一 部 を 定 義 す る セ ラ ミ ッ ク チ ャ ネ ル プ レ ー ト で あ っ て 、
前 記 複 数 の 空 洞 の 第 １ の 空 洞 が 前 記 セ ラ ミ ッ ク チ ャ ネ ル プ レ ー ト 内 に 形 成 さ れ た 第 １ チ ャ
ネ ル に よ っ て 定 義 さ れ て い る セ ラ ミ ッ ク チ ャ ネ ル プ レ ー ト と 、
　 （ ｂ ） １ つ 又 は 複 数 の 前 記 空 洞 内 に 保 持 さ れ た ス イ ッ チ ン グ 流 体 で あ っ て 、 前 記 ス イ ッ
チ ン グ 流 体 に 印 加 さ れ る 力 に 応 答 し 、 少 な く と も 第 １ 及 び 第 ２ の ス イ ッ チ 状 態 間 で 移 動 可
能 な ス イ ッ チ ン グ 流 体 と 、
を 有 す る こ と を 特 徴 と す る ス イ ッ チ 。

　 前 記 セ ラ ミ ッ ク チ ャ ネ ル プ レ ー ト は 、 複 数 の チ ャ ネ ル プ レ ー ト 層 を 張 り 合 わ せ て 有 す る
請 求 項 ９ に 記 載 の ス イ ッ チ 。


	header
	written-amendment

